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要約
日本におけるクジラとイルカの食品の大手小売業者として、ヤフー
は、持続不可能で非人道的な鯨類の捕獲を継続的に支援し、有害な
食品物質の販売を促進している。

2025年、日本が主に国内で捕獲し、アイスランドやノル

ウェーからも輸入している複数の大小の鯨類（クジラ、

イルカ）に由来する多種多様な製品を含む900以上の鯨

類食品が販売されていることが明らかになった。

2007年から2025年の間にヤフーから購入し、日本国内の

認定検査機関で検査された66の鯨製品のうち、ほぼ4分

の 1に、日本政府が設定した基準値の少なくとも10倍以

上の濃度の水銀が含まれていた。

66サンプルの平均水銀濃度は2.67ppmで、勧告0.4ppm
の約7倍であった。

日本政府は、1986年に国際捕鯨委員会（IWC）によって

商業捕鯨の世界的禁止（モラトリアム）が初めて実施さ

れて以来、一貫してこれを無視してきた。

1986年から2024年の間に、 日本は24,899頭の大型のク

ジラと、モラトリアムによって保護されていない

489,453頭以上の小型のクジラ、イルカを殺した。

2019年以降、日本はIWCを脱退したため、商業捕鯨を管

理する唯一の国際機関であるIWCの枠組み外で捕鯨を継

続している。

世界の鯨類は、気候変動、化学物質、プラスチック、騒

音汚染、商業漁業、その他の人間活動によって海洋環境

がますます悪化し、かつてない脅威にさらされている。

同時に、クジラ類が提供する海洋生態系サービスは、こ

れまで以上に重要性を増しており、世界が直面する最大

のグローバルな環境課題である気候変動との闘いに貢献

している。

このような状況において、ヤフー・ジャパンが鯨製品を

販売する日本最大のECサイトとして機能していることは

、生物多様性の保全を公言している親会社のLINEヤフー

株式会社にとって大きな懸念であり、大きな風評リスク

である。 EIAは、LINEヤフーに対し、クジラ、イルカに

由来する製品の販売に関する方針を直ちに見直し、すべ

てのクジラ製品の販売を完全かつ恒久的に禁止するよう

求める。

©EIA

下：2019年に日本が再開した商業捕鯨で最初に捕獲されたミンククジラのうちの一頭。
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2018年の第68回IWC総会で、日本の商業捕鯨禁止措置の撤廃

提案が圧倒的に否決された後、日本はIWCを脱退した (*5)。

その後、国際慣習法および国連海洋法条約（UNCLOS）によっ

てIWCへの協力が義務付けられているにもかかわらず、日本は

2019年7月に商業捕鯨を再開した (*6)。

2019年から2024年にかけて、日本の商業捕鯨では約1,747

頭のクジラが殺された。

2024年には317頭のミンククジラ、イワシクジラ、ニタリク

ジラの捕獲枠が設定され (*7) 、日本政府は59頭のナガスク

ジラを捕獲するために捕鯨の拡大を承認し、最終的に30頭を

捕獲した (*8) 。

世界的に、マッコウクジラは国際自然保護連合（IUCN）に

よって「絶滅危惧種」に指定されており (*9)、1976年から過

剰な捕鯨により保護されてきた。(*10)

国際捕鯨委員会（IWC）は、北太平洋のヒゲクジラについて

合意された個体数推計を保有しておらず (*11)「現在の状況を

評価するためのデータが不十分である」と述べています (*12) 

さらに、日本政府が設置した外部科学委員会は、ナガスクジラ

を 60頭捕獲した場合、日本の排他的経済水域の個体数が局地

的に減少する可能性があるとしている (*13)。

こうした懸念は、2024年のIWC第69回会合における「商業捕

鯨活動に関する責任に関する決議」において正式に表明され

、各国政府にUNCLOS上の法的義務を喚起するとともに、モラ

トリアムの継続を支持した (*14)。

オキゴンドウ
コビレゴンドウ南部型

コビレコンドウ北部型

ハナゴンドウ
カズハゴンドウ

シワハイルカ

マダライルカハ

ンドウイルカス

ジイルカ

カマイルカ

イシイルカ
ツチクジラ

図1 日本における種別ごとの歯鯨類の捕獲報告
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日本の商業捕鯨
40年間にわたり、グローバルガバナンスと大型クジラの保護を
阻害してきた。

クジラの商業捕獲は、世界的にほぼ40年間禁止されている。商

業捕鯨を管理する唯一の国際機関である国際捕鯨委員会（IWC

）は、1986年に商業捕鯨のモラトリアムを実施し、それは現在

も続いている。

IWCの加盟国として、日本は一貫してこのモラトリアムを無視

してきました。まず1986年から1988年にかけて異議申し立て

(*1)に基づいて反対を無視して捕鯨を継続し、その後1987年か

ら2019年にかけては国際捕鯨取締条約（ICRW）第8条に基づ

き、致死的調査のための特別許可を発行するなど、一貫してモ

ラトリアムに背を向けてきた。

科学的調査のために少数の鯨の捕獲を許可することだけが意図

されていたこの規定の大規模な乱用によって、日本は17,633

頭の鯨を捕獲した。国際司法裁判所（ICJ）が2014年、日本が

ICRWのいくつかの条項に違反していると認定し、日本が南極

海での捕鯨のために発行した特別許可は第8条 (*2) に定める

「科学的研究の目的」に該当しないとの判決を下したことで暴

露されました。

ICRWの規定を悪用する一方で、日本政府はモラトリアム（捕

鯨禁止措置）を撤廃するために数十年にわたる外交努力を開始

した (*3)。

しかし、日本の資金をつぎ込んだ票集めキャンペーンにもかか

わらず、IWCは鯨類保護に対する支持を高めており、これはす

べての鯨類の保護に対する世界的な圧倒的支持を反映している

(*4)。
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持続可能性への懸念に加え、捕鯨特有の残酷さは容認できず

、食用動物の殺処分に関する現代の動物福祉法とも相容れな

い。実際、アイスランドの動物福祉専門家会議は最近、大型

のクジラは人道的に殺すことはできないと結論づけた。

2023年6月に発表された専門家意見書にはこう書かれている

：「専門家委員会は、野生鯨類の銃による捕獲に必要不可欠

な条件の多くは、大型鯨類の捕獲時には維持できないと判断

する。この結論は証拠と専門家の意見によって裏付けられ、

現在の捕鯨方法は動物愛護法と相容れないという評価につな

がっている」(*15)。

持続不可能で非人道的な「小型鯨類」の捕獲

日本政府は、「小型鯨類」として知られる、より小型の歯鯨

類、イルカ類類の捕獲も認めている。

バンドウイルカやスジイルカ、イシイルカ、オキゴンドウな

ど、さまざまな種が標的になっている（図1参照）。また、大

型で希少なハクジラの一種であるツチクジラも捕獲の対象と

なっており、この種については最近、北太平洋の捕獲海域で

新種が報告された(*16)。また、科学者たちは最近、この種の

文化について初めて記述した(*17)。

1982年に捕鯨モラトリアムが合意されて以来、その残酷さで

世界的に悪名高い捕鯨により、日本の近海で50万頭以上の歯

鯨類が殺されてきた (*18)。

ヤフージャパンのショッピングサイトでは、これらの鯨種か

ら作られた食品が定期的に販売されている。

科学者たちは、日本のイルカ追い込み漁の対象となる個体群

、特にコビレゴンドウやバンドウイルカ、マダライルカ、ハ

ナゴンドウの保全状況について懸念を表明している (*19)。

日本は年間約1万1,000頭の小型鯨類の捕獲を許可しているも

のの、実際の捕獲量ははるかに低く、⾧年の過剰捕獲により

個体群が著しく減少していることを示している。

さらに、水族館での取引用に生きたイルカを供給するために

、個体群がますます標的にされるようになったため、未成熟

のメスを選択的に標的にすることによる個体群への影響や、

イルカが放された後に起こる「隠微死亡」による本当の死亡

レベルの過少報告が懸念されている (*20)。

捕獲されたイルカは、リリースされる前に、追い込まれた湾

で5日間も拘束されることがあり、捕獲の過程で受けた極度の

ストレスや怪我による健康への影響がよく報告されている

(*21)。

。

鯨類と海洋環境 - その役割と直面する脅威の増大

世界の鯨類は、数十億ドル規模の世界的なホエールウォ
ッチング産業の繁栄を支えているだけでなく、「生態系
エンジニア」と呼ばれるほど、海洋において重要な役割
を果たしている (*22)。

深海に潜って餌をとり、糞便を放出することで、クジラ

は窒素や鉄などの重要な栄養素を表層水域に運ぶポンプ

のような機能を果たしている。

クジラはまた、餌を食べたり出産したりするために⾧距

離を移動する際にも、海の⾧さを越えて栄養塩を移動さ

せる。これは、すべての海洋生物が依存している食物網

の基盤である、漂流する植物プランクトンに栄養を供給

する。

このクジラの「ベルトコンベヤー」機能は、海洋の生産

性を大幅に向上させ、魚類資源と海洋生物多様性を繁栄

させ、その過程で炭素を回収する。
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ヤフージャパンによるクジラ・イルカ製品の販売
EIAは2025年に「クジラ、鯨肉」という検索カテゴリーでオンライン調査したところ、ヤフ

ー・ジャパンのショッピング・サイトで963点の鯨類食品が販売されていることがわかった

。(*23)

販売されているのは、ニタリクジラ、ミンククジラ、イワシ
クジラ、ナガスクジラなどの大型鯨類や、ゴンドウクジラ、
ツチクジラ、ハナゴンドウ、オキゴンドウなどの小型鯨類の
赤身肉、ベーコン、心臓、睾丸、舌、腸、腎臓などの内臓で
ある。販売品の多くは、明確な種名が記載されていない。

Iヤフージャパンは、日本の猟師が国内で捕獲した鯨類のほ
か、「絶滅のおそれのある鯨類の国際取引に関する条約」に
基づく鯨類の国際取引の禁止を免除する留保のもとに取引さ
れるノルウェーとアイスランドからの輸入鯨類も扱っている

(*24) 。

オンライン調査では、「添加物不使用」の鯨心臓や鯨肝臓を

含む58種類の鯨ペット用品やおやつも確認された (*25) 。

アマゾン・ジャパンや楽天を含む大手スーパーやネット通販

のほとんどが鯨製品の販売を中止しているため、ヤフー・

ジャパンは鯨製品を扱う日本最大のネット通販業者である可

能性が高い。

52のサンプルのうち最も

水銀レベル: 19ppm

汚染が激しいもの

太地ゴンドウクジラの干し肉

A
水

D
銀
VISORY

規制値 水銀レベル: 1.1ppm

ゴンドウクジラのベーコン

水銀レベル: 3.2ppm

ツチクジラのジャーキー

ツチクジラの揚げた肉
水銀レベル: 4.1ppm

水銀レベル: 4.1ppm

ツチクジラ缶詰肉

水銀レベルLEVEL: 4.4ppm

太地クジラ肉

水銀レベル: 1.4ppm

ツチクジラ赤肉

水銀レベル: 6.5ppm

ゴンドウクジラ干し肉

p0p.4m

水銀レベル: 0.49ppm
マッコウクジラの脂身/皮膚
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図2:  ヤフー！ジャパンから購入した66種類の鯨類製品における水銀濃度の平均値（ppm）。
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ヤフー！ジャパンから購入した鯨類製品における水銀の平均濃度（ppm）
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有害な漁獲

日本の国際環境法違反を助⾧していることに加え、ヤフージャ

パンの鯨類製品の販売は、顧客の健康を危険にさらしている。

販売されている多くの鯨製品には高濃度の水銀が含まれており

、これは神経毒であり、神経障害や行動障害を引き起こす可能

性があり、公衆衛生上大きな懸念事項となっている。

世界保健機関（WHO）によれば「水銀への暴露は、たとえ少

量であっても、深刻な健康問題を引き起こす可能性があり、胎

内や生後間もない子どもの発育を脅かす。(*26)

2007年から2025年にかけて、EIAはヤフー・ジャパンから66点

の鯨製品を購入し、日本の認定試験所で水銀の分析を行った。

その結果は、鯨製品が人間の食用には適さないことを説得力を

持って証明した（下図 2参照）。

66サンプルの平均水銀濃度は2.67ppmで、日本政府が定めた食

品中の水銀濃度の勧告値0.4ppmのほぼ7倍であった (*27)。

66製品のうち41製品（62％）が水銀の勧告値を超え、16製品
（24％）が勧告値の10倍以上の水銀濃度を含んでいた。

検査した66サンプルのうち最も汚染されていたのは、ショッ

プ味咲が販売した和歌山県太地産の乾燥ゴンドウクジラであっ

た。EIAが2015年2月に購入したこのサンプルからは、なんと

19ppmの水銀が検出され、勧告値の0.4ppmの47倍以上であっ

た。

2025年4月に購入し検査した2つ目のサンプルからは8.2ppmの水

銀が検出され、これは勧告値の20倍以上であった (*28)。

上：ヤフー・ジャパンは、日本の沿岸水域で捕獲されるツチクジラか

ら由来する多くの汚染された製品を販売しています。

前ページ：ヤフー・ジャパンの製品と水銀（Hg）濃度。日本の認定さ

れた実験室での検査結果に基づく。

©EIA



ヤフー株式会社、LINEヤフー株式会社、その他の関

連会社
ヤフー株式会社は1996年、米国のハイテク企業ヤフーと日本のコングロマリット、ソフトバン

クグループの通信部門との合弁事業として始まった。

主に検索エンジンとしてスタートしたが、オークション、ニュース、Eメール、ショッピングな

ど他のサービスにも拡大した(*29) 。

ヤフー・ジャパンは人気の高いオンライン・サービス・プロ

バイダーであり、「総デジタル・リーチ」において日本で第

１位、月間アクティブ・ユーザーは約7500万人に上る

(*30) 。日本で 番目に人気のあるマーケットプレイスである

ヤフー

決済システムであるPayPayなど、100以上のサービスを提供
しており、日本のインターネットユーザーのほとんどが毎日
ヤフージャパンのサービスを利用している (*31) 。

2021年3月、グーグルやバイドゥといった米国や中国の大手
インターネット企業に対抗するため、ソフトバンク株式会社
は、Zホールディングス株式会社を通じて保有するヤフー株
式会社と、ネイバー株式会社が過半数の株式を保有する、日
本の人気メッセージングアプリ運営会社LINE株式会社を合併
させることで合意した。

この合併により、ソフトバンク株式会社とネイバー株式会社
がそれぞれ50％ずつ出資するAホールディングス株式会社と
いう新会社が設立された。一方、Aホールディングス株式会
社は、ヤフー株式会社、LINE株式会社、その他いくつかの事
業を運営するZホールディングス株式会社の63.5%を所有して
いた (*32) 。

8

2023年10月、Zホールディングス(株)は、さらなる再編によ

り、ヤフー(株)、LINE(株)などの子会社と合併し、LINEヤ

フー株式会社となった。

ヤフー・ジャパンとLINEは、東京証券取引所にLYCの銘柄で
上場するLINEヤフーを設立しました (*33) 。これにより、
ヤフー・ジャパンはLINEヤフーのグループ会社となりまし
た（図3参照）。

ソフトバンク株式会社とネイバー株式会社が所有するAホー
ルディングス株式会社は、LINEヤフーの最大株（62.5％）
です (*34)。 LINE ヤフーは、検索、EC、通信、広告など多
岐にわたる事業を展開する119のグループ企業に約28,000
人の従業員を擁しています (*35)。

LINEヤフーの主要な子会社には、Yahoo! JapanとLINEの
他、PayPayを運営するPayPay㈱、日本最大級のファッショ
ンEC事業者であるZOZO㈱、オフィス用品の通信販売サービ
スを提供するASKUL㈱が含まれます(*36)。

LINEヤフーグループとその最高経営責任者（CEO）である
出澤剛氏は、「...事業活動が生態系に与える影響に配慮」
し、「...生態系への影響を考慮しつつ、持続可能な調達、廃
棄物管理、水資源や生物多様性の保全を通じて、将来世代の
ために地球環境に対する責任を果たす」ことを約束してい
る。(*37)

©iStock.com/GA161076
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50.0%

AHoldings

50.0%

62.5%

General shareholders

37.5%
Including:

State Street Bank
and Trust Company

Goldman Sachs
International

JP Morgan
Chase Bank

2019年11月である。ウェブサイトでは、同団体が ヤフーオー

クションでの取引が絶滅危惧種の存続に影響を与える可能性を

重く受け止め、2022年9月29日より、ヤフーオークションの出

品禁止品目にIUCNレッドリストの絶滅危惧種および準絶滅危

惧種に該当するものを追加しましたと説明している。

LINEヤフーはまた、アオウミガメやサンゴ、WWFジャパンに

よるオーストラリア東部の森林保護活動など、いくつかの保護

プロジェクトを支援している (*38)。

ソフトバンク

ソフトバンク・グループ株式会社は、東京に本社を置く日本

の多国籍コングロマリット持株会社である。1981年に孫正義

によって設立されたソフトバンクは、世界最大かつ最も影響

力のあるテクノロジー投資会社のひとつに成⾧し、2023年最

終四半期には64億ドルの利益を計上した (*39)。

通信、インターネット、ロボット工学、人工知能、電子商取

引、半導体設計など幅広い分野に投資している。

ソフトバンク株式会社は、代表取締役社⾧兼最高経営責任者

（CEO）の宮川潤一が率いる、数百の電気通信事業とIT事業を

運営する事業会社である。2024年9月現在、ソフトバンク・グ

ループはソフトバンク コーポレーションの40.17％を所有して

いる(*40)。そのビジョンの一環として、ソフトバンク（株）

は、2050年までにサプライチェーンを含む温室効果ガス排出

量を実質的にゼロにすることを目指している (*41)。

図3: LINEヤフーのグループ企業であるヤフー・ジャパンの企

業体制

ソフトバンク株式会社はまた、「自然関連財務情報開示タスク

フォース」の早期採用企業でもある。このタスクフォースは、

企業が世界的な金融の流れを、自然にとってマイナスとなる結

果から、自然にとってプラスとなる結果へとシフトさせること

を支援することを目的としている (*42)。

ネイバー

ソウルに本社を置くネイバーは、韓国最大のインターネット企

業で、韓国で最も人気のある検索エンジン「ネイバー」の運営

会社として知られている。韓国での市場シェアは、グーグルの

29％に対し、ネイバーは61％である (*43)。ネイバーはまた、

メッセージング・アプリのLINE、音楽ストリーミング・サービ

スのVibe、各種広告サービスなどのプラットフォームも運営し

ている。

ネイバーの2023年環境方針によると、ネイバーは「主要な

環境保護団体や組織と協力し、ネイバーのサービス利用者が

生態系と生物多様性についてより良い理解と認識を得られるよ

う支援する」と主張している(*44)。 2017年3月、ネイバーは

漫画のクジラをロゴにしたフリーウェアのインターネット・ブ

ラウザ「ネイバー・ホエール」を発表した。このブラウザはク

ジラのシンボルのバリエーションを多用し、ソーシャルメディ

ア・アカウントでは生きたクジラの画像を時折使用している

(*45)。にもかかわらず、同社は電子商取引サイトを通じてクジ

ラ製品の販売を促進している。

前のページ: 福岡ソフトバンクホークスの本拠地である福岡ドー

ムは、2005年にソフトバンクが購入し、命名権はヤフー！ジャ

パンが取得しました。最近では、ミズホ・ペイペイドーム・福

岡と改名されました。

EIAは、2010年以降少なくとも4回にわたりヤフー・ジャパンに対し、クジラ類製品の販売に関する懸念を議論するための

会合を要請する書簡を送付しましたが、回答は得られていません。2024年11月、私たちはLINEヤフーのCEOである出澤剛

氏に対し、ヤフー・ジャパンがクジラ類製品の販売を継続していることに関する私たちの主張に対する回答を要請する書

簡を送付しました。

日本がクジラ類製品の販売を通じて、非人道的で持続不可能なクジラ類の捕獲を支援し、生物多様性と消費者健康を脅か
し、国際法と多国間協定を損なうという主張に対する回答を求めました。再び、回答は得られませんでした。

ETHICS OVER PROFITS



韓国におけるネイバー社と鯨製品の販売

韓国は商業捕鯨のモラトリアムを遵守しており、ほとんどの鯨種は法律によって

保護されているが、ミンククジラをはじめとする一部の鯨種は、漁網に偶然かか

った場合に販売が許可されている。このため、国内の一部では鯨製品の市場需要

が続いている (*46)。

2021年から23年の間に、韓国は34頭のミンククジラの違法捕

鯨をIWCに報告した (*50)。

科学者たちは、韓国におけるミンククジラの継続的な需要の

影響について懸念を表明しており、それは鯨製品のオンライ

ン販売によってもたらされている。

DNA調査によって、レストランで「偽」のミンククジラが販

売されていることが記録されており、確認された51頭のミン

ククジラのサンプルのうち、マイルカとスナメリが48パーセ

ントを占めていることから、科学者たちは、ミンククジラ市

場が小型鯨類の違法、無規制、無報告の搾取を引き起こして

いると結論付けている (*51)。

上：ナバールのスマートストアを通じて販売されているミ
ンククジラ。（*52）

韓国のNGOは、ネイバーが電子商取引プラットフォームを通

じてミンククジラの販売を促進している点に注目を喚起して

います。特定された7つの販売業者のうち3つが、クジラが合

法的に混獲された個体から調達されたことを証明する証明書

を提供できない状況です。(*47)

この取引は、意図的な「混獲捕鯨」や、銛やその他の武器に

よる違法捕鯨の市場を永続させるという⾧年の懸念がある

(*48)。また、韓国近海の「J ストック」ミンククジラの個体

群の状態についても、違法捕鯨だけでなく、重大な混獲の対

象となっており、保全上の重大な懸念がある (*49)。この絶

滅の危機に瀕した個体群の混獲と違法捕獲は続いている。

Environmental Investigation Agency
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結論と勧告
ヤフー！ジャパンによる数百点の鯨類

製品の販売は、鯨やイルカの非人道的

で持続不可能な捕獲を助⾧し、海洋生

物多様性、消費者の健康を脅かし、国

際的な環境ガバナンスを損なう行為で

す。これは、LINEヤフーが他の絶滅危

惧種保護のために重要な措置を講じて

きたにもかかわらず、同社が掲げる環

境目標と矛盾する行為です。

クジラ類の種は、気候変動、船舶衝突、商業漁業による混獲や餌資源

の減少、化学物質やプラスチックの汚染、騒音汚染など、人間による

多様な脅威にさらされています。これらの脆弱な種は、商業的な捕鯨

による追加の圧力に耐えることができません。

同時に、これらの大型哺乳類が健全な海洋生態系の維持に果たす重要

な役割についても、科学的な解明が進んでいる。クジラの商業捕獲に

関する世界的なモラトリアムが約40年間維持され、2024年のIWC最

終会議で再確認されたのは、とりわけこうした理由からである。

同様に、日本の大手スーパーマーケット小売業者は鯨類製品の販売を

全面的に禁止しており、オンライン小売業者のアマゾン・ジャパンや

楽天も同様である(53)。

日本がグローバル・ガバナンスの外で商業捕鯨を再開し、最近 、絶滅

のおそれのあるナガスクジラまで捕鯨を拡大したことは、日本の世界

的な評判と、こうした捕鯨による製品を宣伝しているヤフー・ジャパ

ンのような企業の評判をさらに傷つけるものである。

EIAはLINEヤフー、ヤフー株式会社、および主要株主であるソフトバン

ク株式会社とネイバー株式会社に対し、それらのEコマースサイトからす

べての鯨類製品を完全かつ恒久的に撤退させることを約束するよう求め

る。
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